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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年３月29日に提出した第７期（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正

すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

第４ 提出会社の状況 

３ 配当政策 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

第５ 経理の状況 

財務諸表等 

(1）財務諸表 

注記事項 

（１株当たり情報） 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 

  

第一部【企業情報】 
  

第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

③ レストラン事業 

（訂正前） 

＜前略＞ 

  

（訂正後） 

＜前略＞ 

  

 

事業部門別 売上高（千円） 構成比（％） 前期比（％） 

婚礼プロデュース事業 2,076,495 36.9 163.3 

婚礼衣装事業 1,305,837 23.2 134.9 

レストラン事業 2,248,398 39.9 157.1 

合 計 5,630,730 100.0 153.4 

事業部門別 売上高（千円） 構成比（％） 前期比（％） 

婚礼プロデュース事業 2,076,495 36.9 163.3 

婚礼衣裳事業 1,305,837 23.2 134.9 

レストラン事業 2,248,398 39.9 157.1 

合 計 5,630,730 100.0 153.4 



第４【提出会社の状況】 
  

３【配当政策】 

（訂正前） 

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要課題と認識しておりますが、将来の事業拡大に備え、安定した配当を継続しながら将

来の経営環境の変化に備えることを基本方針としております。当期の配当につきましては、上記方針に基づき一株当たり2,000円

の配当を実施するこを決定いたしました。この結果、当期の配当性向は5.8％となりました。なお、内部留保金につきましては、

業容拡大並びに利益の向上を目指し、挙式・披露宴会場ならびにドレスショップ等の建設資金需要に充当したいと考えておりま

す。 

  

（訂正後） 

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要課題と認識しておりますが、将来の事業拡大に備え、安定した配当を継続しながら将

来の経営環境の変化に備えることを基本方針としております。当社は期末配当として年一回の剰余金の配当を行うことを基本方

針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会でありま

す。当期の配当につきましては、上記方針に基づき一株当たり2,000円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当

期の配当性向は5.8％となりました。なお、内部留保金につきましては、業容拡大並びに利益の向上を目指し、挙式・披露宴会場

ならびにドレスショップ等の建設資金需要に充当したいと考えております。 

 当社は「取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（追加） 

(7）取締役の定数 

 当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。 

(8）取締役の選任の決議要件 

 当社は取締役の選任決議において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。 

(9）株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会におけ

る特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

(10）株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

① 取締役の責任免除 

 当社は、会社法第426条第１項の規程により、会社法第423条第１項に定める取締役（取締役であった者を含む。）の損害

賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することがで

きる旨を定款で定めております。これは、取締役の経営判断の萎縮を防止し、積極的な経営参画を図ることを目的とするも

のであります。 

② 社外取締役の責任免除 

 当社は、会社法第426条第１項の規程により、会社法第423条第１項に定める社外取締役（社外取締役であった者を含

む。）の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令に定める額を限度として責任を負担する契約を

締結することができる旨を定款で定めております。これは、有用な人材を社外取締役に迎えることができるようにすること

を目的とするものであります。 

 



③ 監査役の責任免除 

 当社は、会社法第426条第１項の規程により、会社法第423条第１項に定める監査役（監査役であった者を含む。）の損害

賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することがで

きる旨を定款で定めております。これは、監査役の責任を合理的な範囲に止め、その期待される役割を十分に果たし得るよ

うにすることを目的とするものであります。 

④ 社外監査役の責任免除 

 当社は、会社法第426条第１項の規程により、会社法第423条第１項に定める社外監査役（社外監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって免除することができる旨を

定款で定めております。これは、社外監査役の責任を合理的な範囲に止め、その期待される役割を十分に果たし得るように

することを目的とするものであります。 

(11）自己の株式の取得の決定機関 

 当社は、会社法第165条第２項の規程により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めて

おります。これは、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。 

(12）中間配当の決定機関 

 当社は、取締役会の決議によって毎年６月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。こ

れは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 

  

第５【経理の状況】 
  

【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

注記事項 

（１株当たり情報） 

＜前略＞ 

（注） １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（訂正前） 

  

 

  
前事業年度

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益（千円） 293,137 525,707 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 293,137 525,707 

期中平均株式数（株） 14,979 15,333 

     

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － 196 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

第１回新株予約権    976個 

  

なお、新株予約権の概要は、「第

４ 提出会社の状況 １．株式等

の状況 (2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。 

───────── 



（訂正後） 

  

  

  
前事業年度

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額    

当期純利益（千円） 293,137 525,707 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 293,137 525,707 

期中平均株式数（株） 14,979 15,333 

     

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － 196 

（うち新株予約権） － （196） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

第１回新株予約権    976個 

  

なお、新株予約権の概要は、「第

４ 提出会社の状況 １．株式等

の状況 (2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。 

───────── 
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